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我
図
の
漁
業
労
働
紹
介
制
度

必、
寸

田

行!?

千
九
百
十
九
ハ
太
正
八
〉
年
十
月
二
十
九
日
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
攻
府
に
依
り
ワ
シ
ン
ド
ン
に
招
集
せ
ら
れ
大
第
一
回
闘
際
持
働
棉

舎
は
失
業
に
関
す
る
勧
告
並
に
失
業
に
闘
す
る
傑
約
案
ぞ
探
揮
し
、
千
九
百
二
十
(
大
正
九
年
)
六
月
十
五
日
国
際
労
働
事
務
局
の
理

事
舎
に
依
り
ゼ
ノ
ア
に
招
集
さ
れ
た
第
二
四
国
際
持
働
組
合
は
海
員
に
封
す
る
職
業
紹
介
所
設
置
に
闘
す
る
傑
約
案
ぞ
探
揮
し
た
。

第
一
回
国
際
畑
町
働
棉
舎
の
探
揮
し
た
失
業
に
閲
す
る
勧
告
は
国
際
努
働
機
関
の
各
締
盟
国
が
手
数
料
沿
徴
牧
し
叉
は
管
利
を
目
的
と

す
る
職
業
紹
介
所
の
設
立
を
禁
止
す
る
措
置
を
執
る
べ
き
こ
と
及
斯
る
職
業
紹
介
所
が
現
に
存
夜
す
る
揚
合
に
は
能
ふ
限
り
速
に
之

を
底
止
す
る
錦
賀
行
し
得
べ
き
一
切
の
措
置
を
執
る
べ
き
こ
と
を
以
っ
て
内
容
の
第
一
と
し
、
失
業
に
闘
す
る
傑
約
案
は
各
締
開
闘

が
中
央
官
聴
の
管
理
の
下
に
在
る
公
の
無
料
職
業
紹
介
所
の
制
度
を
設
く
べ
き
こ
と
を
規
定
し
て
ゐ
る
訴
ま
た
第
二
回
国
際
持
働
綿

舎
の
探
探
し
た
海
員
に
劃
す
る
職
業
紹
介
所
設
置
に
闘
す
る
傑
約
案
は
綿
て
海
員
に
劃
す
る
職
業
紹
介
は
管
利
ぞ
目
的
と
す
る
業
務

と
し
て
経
営
す
る
こ
と
を
得
す
叉
直
接
に
若
は
間
接
に
何
等
の
手
数
料
を
課
す
る
こ
と
そ
得
ざ
る
旨
規
定
し
て
ゐ
る
円
我
園
の
漁
業

持
働
紹
介
制
度
は
右
の
諸
傑
約
案
並
に
勧
告
の
至
大
な
る
影
響
を
受
け
た
。
而
し
て
職
業
無
料
紹
介
の
原
則
は
既
に
或
る
形
態
と
範

囲
と
に
於
て
宮
現
さ
れ
た
。
然
し
此
の
種
努
働
保
護
に
閲
す
る
職
業
紹
介
上
の
原
則
は
更
に
終
来
の
賓
現
に
侠
つ
べ
き
も
の
が
比
一
一
く

な
い
。
木
簡
は
主
と
し
て
職
業
無
料
紹
介
の
原
則
が
我
闘
の
掠
業
労
働
紹
介
に
貰
現
さ
れ
又
は
買
現
せ
ら
る
べ
き
形
態
と
範
固
と
を

問
明
す
る
を
以
て
目
的
と
す
る
。

107 

我
凶
の
漁
業
枇
労
働
紹
介
制
度

一O
七



我
同
の
漁
業
傍
働
紹
介
制
度

一O
ん

108 

て
海
事
協
同
曾
の
紹
介
事
業

我
国
は
大
正
十
一
年
十
一
月
二
十
三
日
栴
員
に
射
す
る
職
業
紹
介
所
設
置
に
闘
す
る
傑
約
案
治
批
准
し
て
此
の
候
約
に
加
盟
し
、

且
同
年
船
員
職
業
紹
介
法
並
に
其
の
関
係
法
規
を
制
定
施
行
し
た
。
蛸
員
職
業
紹
介
法
(
献
正
十
一
語
…
一
J

時
唯
時
一
戸
什
臥
繍
)
は
海
員

に
封
す
る
職
業
紹
介
所
設
置
に
闘
す
る
傑
約
の
規
定
す
る
原
則
に
従
ひ
、
船
員
職
業
紹
介
事
業
在
行
ふ
者
は
何
等
の
名
義
を
以
て
す

る
を
問
は
や
ノ
其
の
報
酬
と
し
て
手
数
料
其
の
他
の
財
産
上
の
利
盆
を
受
く
る
こ
と
を
得
?
と
規
定
し
、
有
料
の
若
く
は
営
利
右
目
的

と
す
る
紹
介
事
業
を
禁
止
し
て
ゐ
る
。

本
法
施
行
の
哲
初
遁
信
大
臣
は
日
本
海
員
披
摺
舎
に
針
し
補
助
金
を
交
付
し
て
細
目
紹
介
事
業
を
行
は
し
め
、
海
員
協
舎
、
日
本

海
員
組
合
等
に
針
し
て
も
船
員
紹
介
事
業
ぞ
許
可
し
、
ま
た
多
数
の
営
利
職
業
紹
介
業
者
に
針
し
で
も
暫
時
舶
員
紹
介
事
業
そ
許
可

し
て
ゐ
た
。
然
し
船
員
職
業
の
管
利
紹
介
業
者
に
封
し
て
は
其
の
許
可
期
間
満
了
に
際
し
期
間
更
新
を
許
可
せ
歩
、
大
正
十
三
年
十

一
月
末
日
よ
り
昭
和
二
年
三
月
末
日
に
至
る
聞
に
於
て
全
園
を
遁
じ
三
十
九
名
の
艦
員
職
業
紹
介
者
の
管
業
は
自
然
底
止
さ
れ
て
仕

舞
っ
た
。

他
方
に
於
て
無
料
の
職
業
紹
介
所
は
中
央
官
聴
の
監
督
の
下
に
協
同
す
る
舶
舶
所
有
普
及
海
員
の
代
表
固
体
に
依
り
又
は
右
の
協

同
行
矯
な
き
と
き
は
園
自
身
に
依
り
組
織
し
且
維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
リ
尚
昆
に
封
す
る
職
業
紹
介
所
設
置
に
闘
す
る

傑
約
に
規
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
従
て
班
員
職
業
紹
介
法
に
政
府
は
公
盆
を
目
的
と
す
る
法
人
其
他
の
固
体
を
し
て
職
業
紹

介
業
を
行
は
し
む
る
こ
と
を
得
と
規
定
さ
れ
て
は
居
る
が
、
日
本
海
員
披
穂
舎
、
指
員
協
命
日
及
日
本
海
員
組
合
等
個
々
の
国
体
の
職

業
紹
介
事
業
は
半
晩
底
止
せ
ら
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
。
斯
く
て
大
正
十
五
年
十
二
月
船
主
協
舎
、
指
員
協
舎
及
日
本
海
員

組
合
の
三
闇
体
に
依
り
泌
事
協
同
舎
が
結
成
さ
れ
る
に
至
り
.
日
本
泊
員
披
端
容
口
、
約
員
協
舎
及
日
本
栴
員
組
合
の
加
員
職
業
紹
介

事
業
は
指
事
協
同
舎
の
み
に
統
一
さ
れ
た
。
小
川
事
協
同
舎
は
帝
間
前
蓮
の
健
全
な
る
護
蓮
に
資
す
る
ぞ
目
的
と
し
船
員
の
職
業
紹
介
、



船
員
の
待
遇
に
闘
す
る
事
項
の
協
議
決
定
其
の
他
同
舎
の
目
的
を
達
成
す
る
矯
必
要
な
る
事
業
会
行
ふ
。
同
舎
は
そ
の
職
業
紹
介
事

業
の
た
め
全
国
に
十
個
所
の
舶
員
職
業
無
料
紹
介
所
を
設
け
遁
信
大
臣
濫
督
の
下
に
昭
和
二
年
四
月
一
日
一
費
に
其
の
業
務
を
開
始

し
た
。
小
山
事
協
同
船
員
職
業
日
唯
一
料
紹
介
所
々
在
地
は
左
の
如
く
で
あ
る
。

紳
戸
‘
大
阪
、
慌
演
、
東
京
‘
小
樺
、
函
館
.
戸
畑
、
門
司
、
下
閥
、
長
崎
。

而
し
て
例
へ
ば
海
事
協
同
舎
下
関
船
員
職
業
無
料
紹
介
所
は
昭
和
二
年
四
月
よ
り
七
月
に
至
る
満
四
笛
月
間
に
合
計
三
百
三
十
九

人
の
ト
ロ
ー
ル
挽
業
汽
畑
乗
組
員
を
紹
介
就
職
せ
し
め
、
又
同
舎
函
館
舶
員
職
業
無
料
紹
介
所
は
昭
和
三
年
に
蟹
工
艦
乗
組
加
貝
ハ
漁

雑
夫
必
合
ま
十
)
百
三
十
人
、
昭
和
四
年
ハ
十
一
月
二
十
五
日
迄
)
に
同
じ
く
百
二
十
六
人
な
紹
介
就
職
せ
し
め
大
。
向
蟹
工
船
乗

組
蛸
員
(
論
夫
雑
夫
を
含
ま
今
)
は
一
隻
に
付
加
長
の
外
三
十
六
名
乃
至
四
十
名
、
漁
期
終
了
と
共
に
其
の
大
部
分
を
解
雇
し
翌
年

改
め
て
雇
傭
す
る
も
の
で
、
昭
和
三
年
総
湖
終
了
後
鹿
島
賠
因
島
、
神
戸
方
面
で
繋
加
し
た
蟹
工
加
乗
組
員
は
概
ね
神
戸
.
大
阪
等

の
海
事
協
同
合
紹
介
所
に
於
て
紹
介
し
た
。

=
、
公
設
職
業
紹
介
所
の
事
業

大
正
十
一
年
十
一
月
二
十
三
日
我
園
は
第
一
回
園
際
持
働
綿
舎
の
採
揮
し
た
失
業
に
闘
す
る
保
約
案
を
批
准
し
、
且
之
と
前
後
し

て
職
業
紹
介
法
及
び
其
の
関
係
法
令
を
制
定
施
行
し
た
o

職
業
紹
介
法
(
一
註
↓
昨
咽
リ
腕
僻
事
畑
一
話
連
日
一
服
寸
時
叶
に
誠
一
両
州
併
)

は
内
務
大
臣
の
管
轄
の
下
に
市
町
村
の
設
置
す
る
職
業
紹
介
所
の
制
度
を
設
け
、
且
本
法
に
依
る
職
業
紹
介
所
の
職
業
紹
介
は
之
を

無
料
と
し
何
等
の
名
義
を
以
て
す
る
に
拘
は
ら
今
、
報
償
と
し
て
手
数
料
其
他
の
財
物
そ
受
く
る
こ
と
を
得
?
と
規
定
し
、
職
業
無

料
紹
介
の
原
則
を
明
定
し
て
ゐ
る
。
但
し
本
法
の
規
定
に
依
る
職
業
紹
介
所
の
教
は
全
園
を
通
じ
大
正
十
年
末
に
百
二
十
八
箇
所
、

大
正
十
一
年
末
に
百
十
一
筒
所
、
大
正
十
二
年
末
に
百
四
十
一
笛
所
で
あ
り
、
其
の
紹
介
に
依
り
就
職
し
た
水
産
業
努
働
者
は
摘
拐
、

養
殖
、
製
盟
其
他
。
ゼ
合
せ
大
正
十
二
年
に
百
二
人
の
少
数
で
あ
っ
た
q

水
産
業
付
労
働
紹
介
に
付
て
は
職
業
無
料
紹
介
の
原
則
は
殆
ど
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名
の
み
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

我
闘
の
漁
業
努
働
総
介
制
皮

一一

O

大
正
十
二
月
四
月
職
業
紹
介
事
務
局
官
制
の
施
行
に
依
り
中
央
及
地
方
職
業
紹
介
事
務
局
が
開
設
さ
れ
て
後
、
漁
業
労
働
紹
介
事

業
は
無
料
紹
介
の
原
則
に
従
ひ
改
革
を
見
る
に
至
つ
れ
ん
。
就
巾
其
の
封
象
止
な
っ
た
の
は
北
海
遺
鯨
挽
業
並
に
露
領
漁
業
其
他
の
持

働
紹
介
卒
業
で
あ
る
。
回
疋
等
の
掠
業
持
働
者
は
主
と
し
て
北
栴
遁
及
青
森
秋
田
雨
鯨
か
ら
出
稼
し
て
ゐ
大
ぱ

工
船
蟹
漁
業
(
昭
和
四
年
)

北

九

一

七

背

一

、

五

三

六

秋

一

O
二

山

万

四

七

二

兆

一

、

四

七

五

計

問

、

五

O
二

而
も
北
栴
遁
.
青
森
牒
、
秋
田
照
等
に
は
職
業
紹
介
法
に
依
る
職
業
紹
介
所
の
設
立
が
普
及
せ
歩
、
之
を
し
て
右
の
季
節
的
漁
業
努

働
紹
介
を
有
効
に
行
は
し
め
る
こ
と
は
殆
ど
不
可
能
で
あ
っ
た
。
即
大
正
十
二
年
末
に
於
け
る
市
町
村
設
立
の
職
業
紹
介
所
は
北
海

道
に
五
倍
所
の
み
で
青
森
及
秋
田
雨
鯨
に
は
了
b
M
唯
一
く
、
翌
十
三
年
末
に
至
つ
で
も
北
指
道
に
七
筒
所
、
秋
田
麟
に
一
筒
所
存
布
す

る
に
止
っ
た
。
是
に
於

τ大
正
十
三
年
十
一
月
祉
合
局
長
官
は
北
海
道
並
に
青
森
、
秋
田
、
岩
手
、
宮
城
、
新
潟
.
富
山
、
石
川
の

各
鯨
に
通
牒
を
護
し
‘
暫
定
方
針
と
し
て
出
稼
漁
夫
供
給
組
合
の
設
立
を
勤
奨
し
公
設
職
業
紹
介
所
に
代
へ
紹
介
事
業
を
行
は
し
め

る
こ
と
L
な
っ
た
。

手 111森海

北
海
道
鰍
漁
業
(
大
正
十
二
年
)

一
三
、
六
六
八

一
五
、
八
三
五

五
、
六
九
二

一
、
四
九
八

一
七
阿

三
六
、
八
六
七

露
領
漁
業
(
昭
和
四
年
)

八
、
七
四
四

問
、
一
一
二

三
、
五
一

o

一
、
一
ニ
五
八

二
、
O
三
五

一
九
、
七
五
九

他!民主 l孫豚;立

大
正
十
三
年
十
一
月
の
祉
合
局
長
官
の
通
牒
は
左
の
如
く
で
あ
っ
た
。

北
海
道
鯨
漁
業
持
働
者
紹
介
要
領

叶
北
海
道
鯨
漁
業
努
働
者
/
一
雇
一
入
ニ
閥
ジ
デ
戸
従
来
漁
業
絞
替
者
ニ
一
於
テ
各
別
ユ
募
集
ジ
来
リ
タ
耐
宅
諸
稀
ノ
旅
寄
ア
か
チ
以
テ
左
記
嬰
側



二
基
ツ
キ
東
京
地
方
験
禁
紹
介
事
務
付
之
力
需
給
調
節
チ
悶
V
闘
係
道
府
間
肺
臨
及
市
町
村
長
ユ
於
テ
協
カ
事
務
一
一
従
プ
モ
ノ
ト
ス
O

一

般

方

針

一
、
鯨
漁
業
柑
労
働
者
ノ
紹
介
子
玉
ト
ジ
テ
市
町
村
長
之
=
合
引
供
給
地
市
町
村
=
於
テ
戸
必
要
ユ
臆

γ
出
稼
漁
夫
供
給
組
合
チ
設
ケ
共
組
合
長

戸
可
成
岱
該
市
町
村
長
チ
以
テ
之
エ
充
ツ
W
N

コ
ト

二
、
市
町
村
長
又
山
間
稼
漁
夫
供
給
組
合
長
戸
出
稼
漁
夫
ザ
取
締
脚
メ
圏
体
紹
介
チ
銭
ス
ヨ
ト

一
ニ
、
市
町
村
長
叉
戸
出
稼
漁
夫
供
給
組
合
長
エ
於
テ
出
稼
漁
夫
チ
取
締
腕
メ
漁
業
経
答
者
叉
h
p

共
ノ
代
理
者
ト
一
雇
傭
契
約
千
怨
ス
場
合
丹
市
町
村

長
又
戸
職
業
紹
介
所
/
談
ア
恥
戸
市
町
村
エ
一
於
テ
戸
職
業
紹
介
所
長
立
合
ス

W

ヨ
ト

問
、
鯨
漁
業
努
働
者
所
要
員
数
=
過
不
足
ア
断
ト
キ
ハ
東
京
地
方
職
業
紹
介
事
務
局
=
於
テ
需
給
調
節
チ
闘
か
ヨ
ト

五
.
原
則
ト

γ
テ
前
年
漁
期
ノ
一
層
傭
関
係
チ
踏
襲
ス
断
コ
ト
位
地
理
的
関
係
等
ヨ
リ
右
雇
傭
関
係
チ
踏
襲
セ
ジ
メ
サ

W

チ
便
宜
ト
総
ム
断
者

-
一
就
テ
川
此
/
限
=
花
ラ
ス

布
紹
介
要
領
は
軍
に
北
尚
道
鯨
挽
業
努
働
者
の
み
在
日
的
と
し
て
ゐ
る
が
大
正
十
四
年
十
一
月
以
来
工
船
蟹
挽
業
、
露
領
挽
業
等

に
付
て
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
L
な
っ
た
。
例
へ
ば
北
海
道
聴
内
務
部
長
よ
り
各
市
長
並
支
鹿
長
宛
十
一
月
二
十
八
日
の
通
牒
に
日
く

『
今
般
別
紙
木
選
出
稼
漁
業
努
働
者
紹
介
要
領
ユ
慕
ツ
キ
組
問
リ
選
内
出
稼
鯨
漁
業
努
働
者
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
樺
太
沿
海
州
共
他
ノ
方
珂
エ
於
ケ
か
鯨

以
外
ノ
間
体
的
出
稼
漁
業
執
労
働
者
エ
付
之
カ
需
給
ノ
翻
節
チ
固
ル
コ
ト
ト
致

γ
候
脇
陣
:
:
:
念
法
-
一
出
稼
漁
夫
百
人
以
上
一
一
一
連
ス
ル
町
村
及
百
人

以
下
ト
錐
必
要
ト
認
ム
炉
町
村
チ
ヲ
テ
別
紙
出
稼
漁
夫
供
給
組
合
チ
組
織
セ
ジ
メ
之
カ
事
務
チ
施
行
セ
ジ
メ
ヲ
V
皮

』

)

斯
く
て
設
立
さ
れ
た
出
稼
漁
夫
供
給
組
合
数
を
設
立
年
度
別
に
示
せ
ば
究
の
如
く
昭
和
三
年
末
に
は
二
百
十
六
に
達
し
た
D

(

秋背北
計
EQ 森 i毎

大
正
十
三
年

大
正
十
五
年
一一二一一一四

川
ヒ

大
正
十
周
年

九
九
五
五

一
五
五

勝!院選

lLJ 

昭

和

二

年，、，，d
 一一一一一

一一一一

昭

和

三

年

昭
和
三
年
末
現
有

一一一一一一

一
一
二
七
二

二
一
七

我
閣
の
漁
業
仕
切
働
紹
介
制
度

出
稼
漁
夫
供
給
組
合
は
出
稼
す
る
純
夫
を
組
合
員
と
し
組
合
員
の
出
稼
に
付
固
体
紹
介
を
錦
し
雇
傭
契
約
の
藷
弊
を
改
著
し
以
て
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共
同
利
盆
並
に
踊
祉
の
増
進
を
困
る
こ
と
栓
目
的
と
す
る
.
大
正
十
四
年
末
東
京
地
方
職
業
紹
介
事
務
局
の
定
め
た
る
出
稼
泌
夫
供

給
組
合
規
約
準
則
案
の
大
要
は
左
の
如
く
で
あ
っ
た
も

出
稼
漁
夫
供
給
組
合
規
約
準
則

第
一
線
木
組
合
川
何
燃
何
郡
何
町
(
村
)
出
漁
者
供
給
組
合
ト
稀
ジ
事
務
所
チ

第
二
線
本
組
合
ノ
区
域
川
町
(
村
〉
内
ト
ス

第
三
僚
本
組
合
子
本
組
合
磁
域
内
ヨ
リ
賂
外
エ
出
稼
ス
防
漁
夫
及
本
組
合
/
賛
助
者
チ
以
テ
組
級
ス
但
γ
賛
助
者
戸
本
組
合
/
趣
旨
チ
資
助
λ

か
者
ニ

γ
テ
木
組
合
ニ
於
テ
推
薦
又

ρ
承
認
γ
タ
W
F

者
=
限
か

第

四

保

水

組

合

ρ
木
組
合
H
H
/

出
稼
ニ
付
随
体
紹
介
チ
怨
γ
一
雇
傭
契
約
/
在
日
弊
チ
改
善
ジ
以
テ
共
悶
ノ
利
益
並
ニ
一
一
附
枇
ノ
噌
注
チ
岡
ル
チ
日
的

ト
λ

第
五
位
陣
木
組
合
戸
前
依
/
目
的
チ
諮
ス
市
怨
左
ノ
事
業
チ
行
7

一
、
一
雇
傭
契
約
斡
旋
ユ
閥
ス
断
事
項

一
、
賃
銀
受
妙
ユ
閥
ス
常
事
項

一
、
出
稼
者
出
後
又
戸
崎
忍
ニ
閥
ス
常
事
攻

一
、
出
稼
巾
ニ
一
於
ケ
ル
出
稼
者
並
共
ノ
家
族
ノ
保
護
ニ
蹄
ス
ル
事
項

一
、
出
稼
者
風
紀
ノ
矯
正
=
閥
ス
炉
事
項

一
、
優
良
出
稼
者
表
彰
ユ
閥
ス
ル
事
項

一
、
出
稼
地
ノ
調
査
ニ
闘
ス
断
専
攻

一
、
共
他
本
組
合
ノ
目
的
チ
法
ス
市
矯
ニ
必
要
ナ
恥
何
事
項

第
六
僚
本
組
合
戸
出
稼
者
}
一
過
不
足
チ
生
ジ
タ
耐
場
合
ρ
法
三
品
川
ノ
同
日
間
附
係
地
方
・
磁
及
東
京
地
方
職
業
紹
介
事
務
川
-
一
通
報
V
共
ノ
招
待
-
一
一
依

リ
出
稼
者
ノ
川
田
チ
随
b
N

唱
ノ
ト
ス

第
七
僚
本
組
合
ユ
左
ノ
役
只
ナ
置
グ

一

、

組

合

長

一

名

町
(
村
)
役
場
エ
置
グ

一
、
制
組
合
長

名

一
、
幹

事

若
干
名

一
、
方
面
委
員

若
干
名



第
八
依
組
合
長
山
町
(
村
〉
長
/
職
-
二
北
山
w
者
チ
推
ス
、
副
組
合
長
戸
総
合
ニ
於
テ
組
合
員
中
ヨ

F
之
チ
互
選
λ

、
幹
事
巾
一
名
川
町
(
村
)

佼
場
史
H
H
Z

付
組
合
長
之
チ
燭
託
ジ
他
戸
一
総
合
=
一
於
テ
組
合
員
中
ヨ
リ
互
選
ス
、
方
面
委
員
ハ
組
合
長
ノ
指
名
チ
以
テ
任
命
ス

第
十
五
線
本
組
合
ノ
経
費
ρ
左
ノ
牧
入
ニ
向
山
W

一

、

組

合

員

出

稼

契

約

斡

旋

料

一

一
、
組
合
員
負
捻
金
及
雑
枚
入

第
十
八
俊
本
組
合
員
ハ
本
組
合
ノ
紹
介
ニ
一
篠
山
w

ノ
外
漁
業
経
替
者
又
丹
其
ノ
代
理
人
ト
一
層
傭
契
約
チ
傍
ス
コ
ト
チ
符
ス

右
準
則
案
に
基
づ
き
北
海
道
鹿
に
於
て
も
秋
田
臓
に
於
て
も
出
稼
泊
夫
供
給
組
合
規
約
準
則
を
制
定
し
た
が
、
原
案
と
・
一
人
帝
京
は
無

い
。
只
北
海
道
廓
の
定
め
た
規
約
準
則
に
出
稼
挽
夫
供
給
組
合
は
組
合
員
の
雇
傭
契
約
一
義
務
不
履
行
に
凶
て
生
歩
る
責
任
に
針
し
連

帯
保
誰
や
矯
す
べ
合
旨
規
定
さ
れ
て
ゐ
る
の
は
特
色
で
あ
る
。

出
稼
漁
夫
供
給
組
合
の
組
合
員
に
針
す
る
雇
傭
紹
介
は
無
料
で
あ
る
。
一
座
主
か
ら
は
組
合
員
(
漁
夫
)

銭
の
手
数
料
を
徴
牧
し
.
之
ぞ
組
合
経
費
に
充
て
る
の
で
あ
る
が
、
組
合
員
か
ら
は
員
提
金
を
徴
牧
す
る
に
止
ま
る
。
組
合
員
負
搭

金
は
性
質
上
組
合
費
で
雇
傭
紹
介
の
手
数
料
で
な
い
、
而
も
大
多
数
の
組
合
は
其
の
牧
入
務
穿
に
組
合
員
負
搭
金
な
計
上
し
て
ゐ
な

い
。
例
へ
ば
大
正
十
五
年
青
森
麟
下
の
組
合
六
十
三
、
秋
田
廊
下
の
組
合
四
十
五
、
合
計
百
八
組
合
中
務
算
に
員
推
合
牧
入
を
計
上

し
た
も
の
は
青
森
脇
の
十
八
、
秋
田
慌
の
十
六
、
合
計
三
十
四
組
合
で
全
体
の
三
剖
一
分
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
而
し
て
出
稼
挽
夫
供

給
組
合
の
組
合
員
雇
傭
描
介
成
績
は
紹
介
ぞ
賓
施
し
な
か
っ
た
組
合
を
除
外
し
失
の
如
く
で
あ
る
。

大
正
十
五
年
に
は
北
海
道
の
七
組
合
に
於
て
一
一
千
百
六
十
三
人
、
青
森
騒
の
百
八
組
合
に
於
て
一
万
三
千
四
十
三
人
、
秋
田
聴
の

六
十
五
組
合
に
於
て
六
千
七
百
九
十
九
人
、
合
計
二
万
二
千
三
百
七
十
五
人
.
一
組
合
棉
卒
均
百
二
十
四
人
強
に
相
官
す
る
。
叉
昭

和
二
年
に
は
北
両
道
二
十
七
組
合
の
六
千
六
百
八
十
九
人
、
青
森
照
百
七
組
合
の
一
万
四
千
九
百
三
十
三
人
、
秋
川
鯨
六
十
七
組
合

の
六
千
二
百
十
人
、
合
計
二
万
七
千
八
百
三
十
二
人
一
組
合
組
卒
均
百
三
十
八
人
強
に
古
る
。
(

一
人
に
什
遁
常
一
回
五
十

113 

職
業
紹
介
法
に
依
る
全
図
の
職
業
紹
介
所
は
昭
和
四
年
十
二
月
末
に
於
て
公
立
二
百
十
七
筒
所
私
立
三
十
九
箇
所
合
計
二
百
五
十

我
凶
の
漁
業
州
労
働
総
介
制
度

} 

一一一
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六
倍
所
で
あ
り
、
之
に
劃
す
る
水
産
業
求
人
数
は
千
二
百
六
十
人
、
求
職
者
登
録
数
千
百
十
六
人
、
就
職
者
数
八
百
十
六
人
で
あ
る
O
L

之
を
ふ
人
正
十
二
年
即
職
業
紹
介
事
務
局
開
設
の
年
と
比
較
せ
ば
職
業
紹
介
所
教
に
於
て
百
十
五
筒
所
、
水
産
業
就
職
者
数
に
於
て
七

百
十
四
人
の
増
加
で
あ
る
。
而
も
昭
和
五
年
五
月
青
森
地
方
職
業
紹
介
事
務
局
の
新
設
に
伴
ひ
漁
業
持
働
の
紹
介
は
主
と
し
て
公
設

無
料
職
業
紹
介
所
を
し
て
之
に
慣
ら
し
め
ん
と
す
る
方
策
が
愈
々
貰
覗
の
域
に
蓮
せ
ん
と
し
て
居
る
。
無
料
職
業
制
介
所
の
設
立
が

持
及
し
、
一
苅
・
米
特
定
方
針
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
た
出
稼
挽
夫
供
給
組
合
に
代
ら
う
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
無
料
職
業
紹
介
所
の

械
業
労
働
紹
介
数
は
賂
来
念
激
に
増
加
す
る
に
至
る
で
あ
ら
う
。

=
一
、
醤
利
職
業
紹
介
事
業
所
の
事
業

職
業
紹
介
・
法
が
公
設
職
業
紹
介
所
の
制
度
を
設
け
且
職
業
無
料
紹
介
の
原
則
を
明
定
し
た
事
は
既
に
見
た
如
く
で
あ
る
。
然
し
職

業
紹
介
法
は
船
員
職
業
紹
介
法
と
異
な
り
有
料
の
又
は
管
利
を
目
的
と
す
る
職
業
紹
介
事
業
冶
禁
止
せ
歩
.
布
料
叉
は
管
利
そ
目
的

l

j

ヘ
大
正
十

と
す
る
職
業
紹
介
事
業
に
闘
し
て
は
別
に
命
令
そ
以
て
之
や
定
む
べ
き
日
規
定
し
て
ゐ
る
。
管
和
職
業
紹
介
事
業
取
締
規
則
(
四
年
十

E
J側
諸
問
寸
略
行
一
蹴
倒
)
は
之
が
鴻
存
花
し
て
ゐ
る
。
管
利
職
業
紹
介
事
業
取
締
規
則
は
第
一
に
職
業
紹
介
業
者
の
取
締
，
と
し
て

職
業
紹
介
事
業
を
管
ま
む
と
す
る
者
は
手
数
料
額
及
其
の
領
牧
方
法
其
他
の
事
項
ぞ
具
し
地
方
長
官
の
許
可
を
受
く
べ
き
こ
と
.
並

に
紹
介
業
者
及
其
の
同
居
の
戸
主
家
族
は
聾
妓
娼
妓
酌
婦
叉
は
之
に
類
す
る
も
の
の
周
旋
業
.
宿
屋
、
料
理
屋
、
飲
食
民
、
貸
座
敷

待
合
.
聾
妓
屋
、
遮
戯
揚
、
質
屋
‘
古
物
商
、
金
銭
貸
付
業
其
の
他
之
に
類
す
る
管
業
そ
矯
し
叉
は
其
の
管
業
者
の
従
業
者
た
る
こ

と
ぞ
得
ホ
と
規
定
し
た
。
叉
第
二
に
職
業
紹
介
行
掲
の
取
締
と
し
て
、
紹
介
業
者
は
詐
可
を
受
け
た
る
手
数
料
の
外
何
等
の
名
義
を

以
て
す
る
を
問
は
十
報
酬
と
し
て
財
物
其
他
の
利
盆
を
受
く
る
こ
と
そ
禁
止
し
且
濫
り
に
事
業
所
以
外
の
揚
所
に
於
て
被
傭
者
た
る

こ
と
か
}
勧
誘
す
る
こ
と
其
他
の
禁
止
事
項
を
列
象
し
た
。

営
利
職
業
紹
介
事
業
取
締
規
則
に
依
る
全
圏
の
管
利
職
業
紹
介
事
業
所
教
は
昭
和
二
年
末
三
千
三
百
八
十
五
筒
所
.
同
三
年
末
三



千
四
百
十
四
箇
所
、
同
四
年
末
三
千
三
百
五
十
七
筒
所
で
あ
り
、
其
の
紹
介
に
依
る
水
産
業
就
職
者
数
は
昭
和
二
年
に
一
万
一
千
百

四
十
五
人
、
同
三
年
に
七
千
八
百
九
十
四
人
、
同
四
年
に
九
千
百
五
十
七
人
で
あ
っ
た
。
(
日
疋
等
管
利
職
業
紹
介
事
業
所
の
紹
介
に

依
る
水
産
業
就
職
者
中
大
部
分
は
北
出
道
及
其
の
近
賑
に
於
け
る
就
職
者
と
推
定
さ
れ
る
。
昭
和
五
年
北
保
道
に
於
け
る
管
利
職
業

紹
介
事
業
所
水
産
業
紹
介
成
績
は
左
の
如
く
、
北
海
道
の
水
産
業
就
職
者
の
み
で
五
千
百
十
七
人
に
達
し
て
ゐ
る
。

十十十九ぺ七六五間三ニ- fI{~ 
計'fn

五

月 ;1ミ

北
海
遁
皆
利
職
業
紹
介
事
業
所
水
産
業
紹
介
成
績

月

向
山
介
業
者
数

一一一一一

一一一一一

一
一
一
九

一
一
一
八

一
二
八

一
二
五

一一一一

一一一一

一一一一

一一一一
一一一一一

一一一一一

求

人

数ムハ一ニ

二
六
八

六
七
七

阿

O
三

一
九
二

二
六
八

一一一一一一
ぺ
九
七
五
三一一
二
七
一一六

二
、
三
四
二

求
職
者
盗
録
数

}
一
六

五
八
三

一、ムハムハ一一一

七
三
五

四
一
七

七
五

O

六
阿
八

二
八
二

二
九
六
六
七

一一一一一
九
八

五
、
七
七
七

(
北
海
道
府
協
調
査
)

車ii

ノ 、グ「
ー 二三六七七七六四~ f'1' 

二九二六九三間四一同八九 o" 
五一 O 三阿 O 三七五阿 [LJrq 0 攻

主主

ヨl つ職
一 二二四五三六六同 "M'.
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管
利
職
業
紹
介
事
業
取
締
規
則
は
管
利
職
業
紹
介
業
者
が
受
く
べ
き
子
数
料
額
及
其
の
領
牧
方
法
に
付
て
は
地
方
長
官
の
許
可
を

要
す
る
旨
規
定
し
て
ゐ
る
。
右
規
定
施
行
の
鵠
各
地
方
長
官
は
道
府
牒
令
並
に
訓
令
を
以
て
紹
介
手
数
料
の
標
準
及
其
の
傾
牧
・
…
刀
法

JJ JJ )J )j 月JJ 月JJ 月月

我
闘
の
漁
業
努
働
紹
介
制
度
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を
定
め
て
ゐ
る
。
例
へ
ば
北
海
道
及
青
森
、
秋

m雨
服
地
方
の
賢
例
を
見
る
に
其
の
標
準
及
領
牧
方
法
に
闘
す
る
規
定
の
内
容
は
大

同
小
異
で
あ
る
。
口
ハ
北
栴
遁
及
秋
間
賠
に
於
て
は
管
利
職
業
紹
介
業
者
の
受
く
べ
き
手
数
料
領
牧
方
法
は
求
職
者
、
求
人
者
雌
見
方
よ

り
各
学
額
宛
を
受
取
る
こ
と
L
し
、
青
森
鯨
に
於
て
は
求
職
者
よ
り
四
割
、
求
人
者
よ
り
六
割
宇
佐
受
け
る
ぞ
原
則
と
し
た
事
、
放
に

各
地
方
に
於
て
夫
々
手
数
料
標
準
額
に
若
干
の
相
異
が
あ
る
。
左
に
之
に
闘
す
る
規
定
の
大
要
φ

伊
示
す
。

~t 

海

遁O
皆
利
職
業
紹
介
事
業
取
締
規
則
施
行
細
則

ヘ
昭
和
元
年
十
二
月
肱
令
第
四
競
J

f

昭
和
二
年
一
月
一
日
ヨ

V
施
行
、

手
数
料
ρ
求
職
者
、
求
人
者
鎚
方
ヨ
リ
各
市
γ
額
千
受
グ
防
コ
ト
、
似

γ
求
職
者
ヨ
リ
字
額
以
下
チ
受
ケ

R

V
場
合
ニ
限
リ
求
人
者
=
到

γ
テ具、

ノ
不
足
額
チ
請
求
ス
ル
コ
ト
チ
妨
ケ
ス

ヘ
昭
和
一
光
年
十
二
月
訓
令
第
十
銃
J

/
昭
和
二
年
一
月
一
日
ヨ
リ
施
行
¥

知
山
介
手
数
料
額
h
p

左
記
標
準
ニ
依
か
〈
ジ
、
但

γ
日
給
制
ニ

γ
テ
一
個
月
以
上
ニ
一
旦
断
宅
/
戸
月
給
制
=
依
リ
、
月
給
制
ニ
ジ
テ
六
筒
月
以
上

ニ
百
一
か
王
/
戸
年
期
制
ニ
依
か
屯
ノ
ト
九
年
期
制
、
月
給
制
ノ
給
額
拾
凶
ニ
満
タ
サ
V

ト
キ
戸
拾
闘
ト
肴
倣
ス

て

年

期

制

給
金
七
拾
凶
迄
戸
一
白
分
ノ
十
以
内
、
七
拾
出
品
同
以
上
丹
東
ニ
拾
闘
チ
婚
ス
毎
ニ
参
拾
銭
チ
加
A

武
百
笠
岡
以
上
h
p

拾
閥
チ
噌
ス
ム
均
一
ご
お
銭
チ
加

7
J
 

二

、

月

給

制

月
給
五
十
回
迄
h
p

給
料
一
筒
月
分
ノ
百
分
ノ
十
五
以
内
、
五
拾
士
宮
阿
間
以
上
戸
更
ユ
拾
同
チ
噌
ス
符
ニ
参
拾
銭
チ
加
7

一

ニ

、

日

給

制

日
給
二
日
分
以
内

四
、
給
金
ノ
定
ナ
キ
唱
ノ

安
閑
以
内

O
皆
利
職
業
紹
介
事
業
取
締
規
則
並
同
施
行
細
則
取
扱
手
縞



青

森

懸

ヘ
昭
和
二
年
五
月
三
日
鯨
令
第
六
十
競
J

F

公

布

ノ

日

ヨ

F

胞

行

」

手
数
料
戸
許
可
チ
符
#
耐
久
料
額
/
百
分
ノ
何
十
戸
求
職
者
ヨ
ザ
、
百
分
/
六
十
戸
求
人
者
ヨ

V
受
グ
wy

ヨ
ト
、
但

γ
求
職
者
ヨ
wv
百
分
ノ
同
十

以
下
チ
受
ケ
罫
耐
場
合
=
限
引
求
人
者
ニ
針
V
共
ノ
不
足
額
チ
請
求
ス
ル
W

《
妨
ケ
ス

O
醤
利
職
業
紹
介
事
業
取
締
規
則
施
行
細
則

O
皆
利
職
業
詔
介
事
業
取
締
規
則
並
同
施
行
細
則
取
扱
手
績

ヘ
昭
和
二
年
五
月
三
日
青
森
脇
訓
令
市
/

/
第
三
十
五
貌
公
布
ノ
日
ヨ
リ
施
行
」

紹
介
手
数
料
二
血
/
標
準
ユ
依
耐
毛
ノ
ト
ス
、
但
書
省
略
(
北
海
道
ト
同
ジ
〕

一

、

年

期

制

契
約
期
間
ノ
給
料
額
一
筒
年
五
拾
闘
迄
ハ
百
分
ノ
八
以
内
、
五
捻
廷
闘
以
上
戸
拾
附
チ
槍
ス
毎
ニ

J
A
拾
銭
チ
加
7

-

一

、

月

給

制

契
約
期
間
ノ
給
料
額
一
筒
月
五
拾
同
迄
戸
一
自
分
ノ
十
以
内
、
五
拾
査
閲
以
上
山
拾
阿
チ
槍
ス
毎
二
金
五
拾
銭
チ
加
7

一

ニ

、

日

給

制

契
約
期
間
十
五
日
以
上
ノ
モ
ノ
=
花
予
テ
戸
給
料
総
額
ノ
百
分
ノ
十
二
以
内
、
但

γ
ム
ハ
阿
チ
超
エ
ル
コ
ト
チ
符
ス
、
契
約
期
間
十
五
日
未
満
ノ

モ
ノ
ニ
ア
リ
テ
《
給
料
総
額
/
百
分
ノ
十
五
以
内
、
但
参
同
チ
超
L

U

コ
ト
チ
得
ス

問
、
給
料
額
及
契
約
期
間
/
定
メ
ナ
キ
モ
j

h

一
口
参
同
以
内

秋

田

鰐O
醤
利
職
業
紹
介
事
業
取
締
規
則
施
行
細
則

ヘ
昭
和
二
年
六
月
十
七
日
牒
令
第
五
十
披
J

Y

公

布

ノ

日

ヨ

リ

施

行

、

、
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紹
介
手
数
料
ρ
左
ノ
制
限
チ
超

Z

F
ヨ
ト
チ
得
ス

一
、
給
料
ノ
定
ア

W

モ
ノ
山
給
料
月
額
/
百
分
ノ
十
以
内
ト

γ
共
ノ
最
高
額
チ
大
関
ト
ス
、
但
V
参
闘
ニ
泌
タ
サ
ル
ト
キ
戸
参
同
迄
受
領
ス
ル
コ

ト
チ
符我

閣
の
漁
業
努
働
紹
介
制
度

一
一
七
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二
、
給
料
ノ
・
父
ナ
寺
宅
/
及
求
職
者
十
六
歳
未
泌
ナ
ル
ト
キ

ρ
参
同
以
内

前
項
ノ
金
額
九
円
一
極
怖
契
約
成
立
後
各
営
事
者
ヨ
習
字
額
兆
受
領

γ
:
:
:
:
:
・
白
チ
=
領
牧
殺
チ
交
付
ス

Aγ

回

、

漁

業

勢

働

募

集

持
働
者
募
集
は
一
一
穂
の
職
業
紹
介
で
あ
る
。
職
業
紹
介
所
又
は
紹
介
管
業
所
の
持
働
紹
介
は
求
職
者
が
其
等
事
業
所
に
到
る
ぞ
倹

っ
て
行
は
れ
濫
り
に
事
業
所
以
外
に
於
て
被
傭
者
た
る
こ
と
そ
勧
誘
し
得
な
い
に
反
し
、
労
働
者
募
集
は
準
ん
で
求
職
者
を
探
し
之

を
勧
誘
し
て
一
一
辰
傭
契
約
を
結
ば
せ
る
の
差
あ
る
に
過
、
ぎ
ぬ
。

峨
工
、
鏑
夫
又
は
土
工
夫
其
の
他
の
人
夫
の
募
集
に
は
原
則
と
し
て
労
働
者
募
集
取
締
令
(
炊
荘
一
一
位
一
一
一
一
時
諸
誠
一
ぷ
慨
)

が
適
用
さ
れ
る
J

本
取
締
令
は
三
個
の
特
色
を
有
し
て
ゐ
る
。
第
一
は
募
集
者
及
募
集
行
詩
を
取
締
0
特
に
膳
非
肴
又
は
臆
募
者
そ

保
護
す
る
者
よ
り
手
数
料
、
報
酬
等
何
等
の
名
義
h
q
問
は
歩
金
銭
其
他
の
財
物
を
受
く
る
こ
と
そ
禁
止
し
た
こ
と
.
第
二
に
就
業
時

問
、
賃
銀
其
他
詳
細
に
雇
傭
傑
件
を
明
示
す
べ
き
旨
定
め
た
こ
と
、
第
三
は
一
定
の
理
由
あ
る
揚
合
鷹
募
者
の
要
求
あ
る
と
き
は
募

集
主
又
は
募
集
従
事
者
は
鹿
募
者
の
師
榔
の
た
め
必
要
な
措
置
ぞ
潟
す
べ
き
旨
規
定
し
た
こ
と
之
で
あ
る
。
右
の
特
色
あ
る
持
働
者

募
集
取
締
令
は
之
を
摘
業
持
働
に
適
用
す
る
の
は
安
官
で
あ
ら
う
。
何
故
な
ら
ば
検
業
努
働
に
は
募
集
に
依
っ
て
雇
傭
さ
れ
且
遠
隔

地
に
出
稼
す
る
者
が
少
く
な
い
，
か
ら
で
あ
る
。
大
正
十
二
年
度
の
調
査
に
依
れ
ば
府
嬬
よ
り
北
海
道
腕
漁
業
に
出
稼
し
た
挽
夫
二
万

三
千
二
百
九
十
二
人
の
十
七
Mm
即
三
千
九
百
九
十
二
人
は
加
頭
に
一
-
切
ゆ
信
託
し
て
雇
入
れ
た
者
、
換
言
す
れ
ば
船
頭
が
募
集
し
た
姉

夫
で
あ
っ
た
o
t

北
海
道
鯨
漁
業
の
外
各
種
の
事
業
を
合
せ
、
大
正
十
四
年
の
全
園
水
産
業
出
稼
者
合
計
は
八
万
五
千
十
二
人
に
達
し

工
業
及
錨
業
出
稼
者
合
計
三
十
七
万
四
千
九
百
三
十
五
に
究
ぐ
多
数
で
あ
っ
た
o
t

大
正
十
四
年
末
以
来
青
森
‘
秋
旧
其
他
の
諸
照

及
北
海
道
に
出
稼
漁
夫
供
給
組
合
が
設
立
さ
れ
且
組
合
員
六
る
挽
夫
の
雇
怖
は
組
合
の
紹
介
に
依
る
べ
き
こ
と
L

な
っ
た
が
、
組
合

の
紹
介
は
只
形
式
で
従
来
週
り
船
頭
が
村
々
を
巡
っ
て
募
集
す
る
泌
夫
は
少
く
な
か
っ
た
。
昭
和
二
年
十
一
月
札
幌
市
に
開
催
の
北



泊
謹
聴
主
催
出
稼
漁
夫
供
給
事
務
協
議
舎
に
於
て
尻
岸
内
村
出
稼
漁
犬
供
給
組
合
の
提
出
し
た
充
の
議
案
は
此
の
消
息
を
示
し
て
ゐ

る。

O
尻
岸
内
村
出
稼
漁
夫
供
給
組
合
提
出
議
案
大
要

終
答
者
中
ニ
戸
地
方
船
頭
若
ρ
知
己
チ

γ
テ
漁
夫
チ
物
色
雇
傭
契
約
チ
怨

γ
賃
銀
前
渡
後
組
合
ニ

-mmツ
耐
毛
ノ
ア
か
モ
如
斯
戸
地
方
船
頭
年
二

絶
大
ナ
ル
樫
成
チ
持
タ
シ
ム
耐
屯
ノ
エ
γ
テ
組
合
ノ
治
勤
機
揺
チ
阻
害
ス

W

ヨ
ト
ト
ナ
ル
チ
以
テ
明
山
本
ヨ
ザ
《
道
・
腿
ヨ

V
示
サ
V

タ
如
何
巾
込
書
テ

以
テ
古
終
組
合
=
申
込
ム
ヨ
ト
ト
ナ

V
仲
介
者
ノ
斡
旋
チ
拒
石
セ
ヲ

V
n
p
γ

。

而
a
b
右
の
提
案
は
即
決
否
決
さ
れ
た
。
出
稼
摘
夫
供
給
組
合
の
紹
介
は
軍
な
る
形
式
で
買
際
は
募
集
に
依
り
論
夫
雇
入
ぞ
潟
す
考

が
多
か
っ
た
謹
様
で
あ
る
。
漁
業
停
働
者
は
遠
隔
の
地
に
出
稼
す
る
こ
と
甚
百
多
く
.
而
も
募
集
に
伎
の
雇
傭
さ
れ
る
揚
合
が
少
く

な
い
限
り
弊
働
者
募
集
取
締
令
を
漁
業
務
働
者
募
集
に
適
用
す
る
こ
と
は
意
義
深
い
も
の
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

然
る
に
ふ
人
正
十
四
年
四
月
七
日
付
祉
舎
局
長
官
は
地
方
長
官
に
封
し
畑
町
働
者
採
集
取
締
令
は
挽
夫
募
集
に
趨
用
せ
ま
る
こ
と
を
遁

牒
し
た
。
充
の
如
し
。O

勢
働
者
募
集
取
締
令
適
用
範
国
Z
閲
ス
ル
件

努
働
者
募
集
取
締
令
戸
漁
夫
茂
夫
海
艮
等
/
募
集
=
三
迎
用
無
之
候
係
右
御
承
知
相
成
度

近
テ
之
住
町
ノ
者
ノ
募
集
取
締
ニ
付
テ
《
資
際
ノ
必
要
ニ
熔

γ
隣
府
燃
令
チ
以
テ
通
貨
取
締
ル
コ
ト

ρ
妨

ケ

サ

W
儀
=
有
之
倹

斯
く
の
如
、
ぎ
通
牒
は
北
栴
遁
鯨
挽
業
経
管
者
に
と
っ
て
意
外
で
あ
っ
大
に
蓮
な
い
。
何
故
な
ら
ば
従
来
彼
等
が
青
森
際
で
挽
夫
そ

募
集
す
る
受
口
に
は
北
塩
迫
臨
ん
H
努
務
者
募
集
取
締
規
則
(
献
令
紅
一
七
日
…
八
桝
)
に
依
る
遁
腐
の
詩
明
が
あ
れ
ば
足
る
の
で
あ
っ
た
o

騒
が
大
正
十
二
年
一
月
青
森
脇
令
労
務
者
募
集
取
締
規
則
(
駄
~
第
J
L↑
桝
)
の
施
行
に
依
り
右
中
迫
臓
の
詮
明
以
外
募
集
地
警
察
官

署
の
許
可
ぞ
要
す
る
に
至
っ
た
。
斯
く
て
北
海
遁
腕
挽
業
者
は
此
の
重
複
せ
る
手
績
の
省
略
に
付
同
年
の
三
月
北
栴
道
水
産
舎
の
決
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議
h
q
以
っ
て
遺
廊
に
建
議
す
る
等
、
統
一
的
取
締
法
規
ぞ
要
望
し
て
ゐ
た
も
の
記
か
ら
で
あ
る
。
叉
右
枇
合
局
長
官
の
通
牒
は
閥
係

地
方
言
何
じ
と
っ
て
も
諜
想
通
の
も
の
で
あ
っ
た
と
は
云
ひ
難
い
o

何
故
な
ら
ば
北
海
道
腐
は
努
働
者
募
集
取
締
令
施
行
細
則
(
政

見
争
一
む
に
於
て
臆
令
努
務
者
募
集
取
締
規
則
ぶ
む
弘
む
を
廃
止
し
、
青
森
鯨
に
於
て
も
労
働
者
募
集
取
締
令
施
行

規
則
(
粧
弘
司
一
一
一
一
糊
)
ぞ
制
定
施
行
す
る
と
共
に
挽
夫
妻
取
締
に
必
要
な
議
事
務
者
募
集
取
締
規
則
(
倣
許
一
花
む

を
腔
止
し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。

遮
英
、
検
夫
募
集
に
労
働
者
募
集
取
締
令
(
似
航
紅
一
舛
一
一
戸
一
~
ハ
一
則
)
の
遁
周
年
山
川
き
こ
と
が
明
と
な
っ
た
の
で
、
青
森
聴
で
は
大
正

十
四
年
十
月
新
に
漁
夫
募
集
取
締
規
則
(
駄
一
詳
一
一
万
一
制
)
を
制
定
し
、
其
の
中
に
努
働
傑
件
の
明
示
。
必
要
求
し
、
叉
原
蹴
回
復
義

務
そ
規
定
す
る
等
略
々
前
記
内
務
省
令
に
準
が
る
規
定
ぞ
設
け
た
。
然
し
北
海
道
で
は
新
に
何
等
の
取
締
規
則
を
制
定
せ
?
漁
夫
募

集
に
付
牒
募
者
身
保
護
す
べ
き
規
定
や
欠
い
て
ゐ
る
。
叉
秋
田
螺
で
は
護
者
募
集
取
締
規
則
(
時
堂
内
J
認
)
に
於
て
知
事

の
許
可
や
受
け
た
手
数
料
は
之
冷
募
集
者
又
は
膝
募
者
よ
り
牧
受
す
る
こ
と
を
容
認
し
て
ゐ
る
。
械
業
労
働
者
募
集
取
締
に
闘
す
る

地
方
聴
A
H
は
右
の
如
く
其
の
内
容
応
々
に
万
一
り
、
地
方
に
依
つ
て
は
有
料
の
又
は
管
利
ぞ
目
的
と
し
て
械
業
労
働
者
募
集
ぞ
嬬
す
こ

と
が
自
由
に
放
任
さ
れ
て
ゐ
る
。

企士
i川口

冨

挽
業
持
働
紹
介
は
制
度
上
二
積
に
分
れ
る
。
第
一
は
漁
船
乗
組
舶
員
の
職
業
紹
介
で
遁
信
大
臣
の
監
督
に
属
す
る
。
論
船
々
員
職

業
紹
介
の
樫
利
は
一
一
般
船
員
紹
介
の
其
れ
と
同
じ
く
海
事
協
同
舎
の
み
に
許
興
せ
ら
れ
、
務
自
利
ぞ
目
的
と
す
る
業
務
と
し
て
又
は
料

金
ぞ
徴
牧
し
て
之
h
q
行
ふ
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
挽
船
乗
組
船
員
の
無
料
職
業
紹
介
は
其
の
組
織
に
於
て
既
に
完
成
し
た
。
遠
洋
漁

業
の
護
謹
に
伶
ひ
摘
舶
々
員
職
業
紹
介
の
必
要
が
培
す
と
き
海
事
協
同
舎
船
員
職
業
無
料
紹
介
所
網
が
更
に
完
備
し
て
其
の
必
要
を

満
足
す
る
な
ら
ば
、
職
業
無
料
紹
介
の
原
則
は
挽
船
乗
組
船
員
に
封
し
完
全
に
賓
現
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。



漁
業
努
働
紹
介
の
第
二
種
は
船
員
以
外
の
栴
業
第
働
者
の
紹
介
で
内
務
大
臣
の
管
轄
に
屈
す
る
o

船
員
に
非
ざ
る
挽
業
持
働
紹
介

の
機
利
は
職
業
紹
介
法
に
依
る
無
料
職
業
紹
介
所
に
許
輿
さ
れ
て
ゐ
る
外
管
利
職
業
紹
介
事
業
も
亦
許
可
せ
ら
れ
、
叉
地
方
に
依
り

有
料
又
は
管
利
的
な
る
檎
業
労
働
募
集
を
行
ふ
こ
と
も
自
由
で
あ
る
。
斯
〈
の
如
く
事
情
混
沌
の
揚
合
、
先
づ
能
ふ
限
り
蓮
に
管
利

職
業
紹
介
事
業
所
を
底
止
す
る
た
め
一
切
の
措
置
ぞ
執
る
べ
き
こ
と
は
既
に
第
一
回
岡
際
労
働
組
合
が
各
国
に
勧
告
し
た
昆
で
あ
る

特
に
挽
業
労
働
に
於
て
は
遠
隔
地
へ
の
出
稼
甚

f
多
く
警
察
樺
の
事
質
上
行
届
き
難
い
揚
合
も
少
く
な
い
。
漁
業
努
働
紹
介
に
限
り

特
に
蓮
に
管
利
職
業
紹
介
事
業
ぞ
禁
止
す
べ
き
一
大
理
由
が
あ
る
と
云
ひ
得
る
。

-
択
に
漁
業
労
働
者
の
募
集
は
必
す
し
も
之
を
禁
止
す
る
要
は
な
い
。
然
し
叉
持
働
者
募
集
取
締
令
の
適
用
範
固
か
ら
特
に
挽
夫
募

集
そ
除
外
す
べ
き
理
由
も
無
い
。
否
娘
夫
募
集
は
遠
隔
地
出
稼
労
働
者
の
募
集
と
し
て
特
に
労
働
者
募
集
取
締
令
遁
用
の
必
要
が
大

で
あ
ら
う
。
而
し
て
若
し
之
を
適
用
す
る
こ
と
と
せ
ば
国
々
に
亙
る
地
方
的
取
締
は
統
一
さ
れ
、
鹿
募
挽
夫
か
ら
料
金
ぞ
徴
牧
す
る

こ
と
が
出
来
な
く
な
る
o

挽
業
労
働
に
於
け
る
職
業
無
料
紹
介
の
原
則
は
一
方
に
於
て
は
海
事
協
同
舎
に
依
り
、
他
方
に
於
て
は
主
と
し
て
市
町
村
立
の
職

業
紹
介
所
に
依
っ
て
賢
現
さ
れ
、
無
料
の
挽
夫
募
集
行
鵠
が
其
の
補
助
手
段
と
な
る
べ
き
も
の
と
信
ぜ
ら
れ
る
。
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遺
伝
省
管
船
向
調
査

海
事
協
同
合
刊
海
事
協
同
合
に
就
て
、
日
本
海
員
組
合
機
関
雑
誌
、
海
員
昭
和
二
年
四
月
競
附
録

海
事
協
同
A
M
M

下
関
船
員
職
業
無
料
印
刷
介
所
帯
一
問
的
館
船
員
職
業
無
料
紹
介
所
剥
査

第
四
十
四
回
帝
閥
統
計
年
鍛
同
一
九
百
、
四
二
一
一
具
、
本
年
鍛
に
初
め
て
職
業
紹
介
の
項
設
定

北
海
道
鯨
漁
業
柑
労
働
者
出
身
地
別
調
は
北
海
道
路
大
正
十
二
年
十
二
月
刊
季
節
的
移
動
枇
労
働
者
に
闘
す
る
調
査
七
頁
、
其
他
は
昭
和
同
年

度
に
開
削
す
る
函
館
水
上
警
察
署
の
調
査

戸
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介
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決
附
の
漁
業
労
働
紹
介
制
度
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東
京
地
方
職
業
紹
介
事
務
問
、
昭
和
二
年
十
一
月
際
匁
刷
、
管
内
職
業
紹
介
所
納
計
設
概
姿

中
央
職
業
紹
介
事
務
川
、
昭
和
四
年
三
月
刊
出
稼
漁
夫
供
給
組
合
調
査
一
一
一
一
万

同
上
附
表

北
海
道
水
産
合
に
依
る
、
仰
秋
開
削
脚
及
北
潟
道
臨
刷
所
定
の
準
・
則
に
就
て
は
前
掲
出
稼
漁
夫
供
給
組
合
調
奈
七
八
折
、

北
海
之
水
産
第
七
銃
六
七
瓦

東
京
地
方
職
業
紹
介
事
務
局
、
昭
和
三
年
十
一
月
刊
北
海
道
鯨
漁
業
柑
労
働
事
情
一
三
五
頁
一
問
一
頁

中
央
職
業
料
介
事
務
局
、
昭
和
五
年
十
二
月
刊
職
業
紹
介
年
報
五
頁
九
九
瓦

官
同
統
計
年
館
、
第
四
七
回
乃
至
四
九
回
、
但
昭
和
二
年
末
管
利
職
業
紹
介
事
業
所
設
は
臓
業
紹
介
年
報
(
昭
和
二
年
)
八
八
瓦
に
依
り

修

正

す

-

北
海
道
隊
、
大
正
十
二
年
十
二
月
刊
季
節
的
移
動
努
働
者
に
闘
す
る
調
査
二
七
頁

巾
央
職
業
給
介
事
務
川
、
昭
和
二
年
八
月
刊
大
正
十
四
年
出
稼
者
調
資
五
一
頁

1] 10 !J 

及
北
海
道
水
産
A
M
M

刊
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